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政府における資産管理の取組
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業務・システム最適化の概要
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【 最適化計画策定手順 】

【 現行体系 】 【 将来体系 】
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政策・業務体系
（Business Architecture）

（Application Architecture）

データ体系

技術体系
（Technology Architecture）

適用処理体系

（Data Architecture）

政策・業務体系
（Business Architecture）

（Application Architecture）

ベストプラクティス

見直し方針

共通見直指針
最適化の
基本理念

環境分析
アクションプラン

＜最適化計画書＞



標準記述様式
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業務説明書

機能情報関連図

業務流れ図

情報体系整理図

実体関連図

データ定義表

情報システム関連図

ネットワーク構成図

ソフトウェア構成図

ハードウェア構成図

現行体系現行体系

業務説明書

機能情報関連図

業務流れ図

情報体系整理図

実体関連図

データ定義表

情報システム関連図

ネットワーク構成図

将来体系将来体系

政策・業務体系

データ体系

適用処理体系

技術体系

情報資産評価表情報資産評価表

情報システム機能構成図 情報システム機能構成図

ソフトウェア構成図

ハードウェア構成図



情報資産台帳の整備
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４ 全体最適化に向けた諸課題への取組
(1) 情報システムに係る各種情報の把握等

① 情報資産台帳の整備
各府省のPMO は、府省内の業務・システムを網羅的に
把握するため、情報資産（ハードウェア、ソフトウェア、
ネットワーク等）に関する情報を記載した情報資産台帳
を2007 年度（平成19 年度）末までに整備する。
各府省は情報資産台帳を適切に維持管理し、既存の業
務・システムの対象範囲の見直し、小規模業務・システ
ムの見直し、電子政府基本調査への活用等、更なる最
適化の拡大・推進に活用する。

② 電子政府基本調査の実施
総務省は、各府省における電子政府推進のための取組
の実施状況及び独立行政法人等の業務・システムに関
する取組の実施状況を把握するため、電子政府基本調
査を毎年度実施し、その結果を公表する。2008 年度（平
成20 年度）以降の各府省についての調査は、各府省が
整備する情報資産台帳を活用しつつ実施する。

電子政府推進計画

2006 年（平成18 年）８月３１日
2007 年（平成19 年）８月２４日一部改定

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定



Ⅰ 政府情報システムの統廃合・集約化等の刷新に取り組むための基礎資料として、全て
の情報システムの現状把握、課題等の抽出

Ⅱ 一過性の取組としてではなく、棚卸し結果（資産情報）を政府共通のデータベースと
して管理し、次に掲げる取組を今後恒常的に行うための戦略的な情報基盤を構築

取組事項 取組例

ア 各府省及び政府全体における投資管理
・情報システムのライフサイクルに基づいた、
予算計画、投資計画レビュー

・改修や予算額の妥当性評価

イ 政府情報システム間の統合・連携等の企画立案
・政府共通プラットフォームへの移行
・同一使途目的システムの統合、業務の標準化
・関連業務・システムの連携

ウ 情報セキュリティ対策（リスク評価、脆弱性検
出等）

・情報セキュリティ関連情報の一元管理による
情報収集・問題対応の迅速化

エ 政府情報システムの評価 ・投資対効果、成果確認

政府（各府省）が整備・管理を行っている全ての情報システムを対象に、次の２つを目的とし
て棚卸しを実施

※利用OS、端末数等基礎的な統計の作成にも活用

政府情報システム棚卸し
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棚卸し対象 情報システムの区分 概要

政府が整備管理す
る全情報システム
を右記の区分で棚
卸し調査

府省内ＬＡＮ 府省内の基幹ネットワーク、電子メール、電子掲示板等のア
プリケーション機能を提供し、府省内の職員のコンピュータ
端末、プリンタ等を整備・管理している通信ネットワークシ
ステム

通信ネットワークシステ
ム

政府共通ネットワークなど、複数のＬＡＮ又は情報処理シス
テムを接続するための通信ネットワーク（府省内ＬＡＮを除
く。）

情報処理システム 上記以外のソフトウェア、プログラムを搭載したコンピュー
タ及びその周辺機器並びにネットワークによって情報処理を
一体的に行うよう構成されたコンピュータのまとまり。

スタンドアロンコン
ピュータ

単体で用いられているコンピュータ又はその集合体。

※各府省の情報化
統括責任者（ＣＩ
Ｏ）下において管
理すべきでない
ものを除く。

主な調査内容 概要 主な調査内容 概要

情報システム
分類

情報システムの業務における機能
に着目した分類。内部管理系、情
報提供系等13分類。

ソフトウェア、
ハードウェア、
ネットワーク回
線、施設

ソフトウェア、ハードウェア、ネッ
トワーク回線サービス、情報システ
ムが設置し、ネットワーク化されて
いる施設の詳細。

業務・機能分
類

情報システムによって行われる業
務自体に着目した分類。国民向け
サービス、人事給与等122分類。

運用・保守の実
態

運用契約、保守契約の実態や、情報
システムセキュリティ対策の状況等。

政府情報システム棚卸し調査内容
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政府情報システム改革ロードマップの概要

8http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai54/54gijisidai.html



政府共通プラットフォームの概要

9



ITガバナンスの強化（共通ルールの導入）

●行政の縦割り構造の中、政府内に約1,500の情報システムが存在。財政事情も厳しく、セキュリティ事案も頻発・高度化し、
政府全体で一体となり、一貫した哲学・思想の下、全体最適を目指したシステム構築・運用が必要。ＩＴガバナンスの強化が
求められ、このため、政府ＣＩＯ制度を導入

●他方、情報システムの基礎的情報が把握されていない状況（サーバ台数やソフトウェア構成などが不明、経費の内訳・性格が
不明など）等が判明

●このため、政府情報システム管理データベース（ODB）を整備するとともに、新ガイドラインを定め、ODBに登録する各種
情報の定義、各工程で行うべき業務について共通のルールを設定

●これまで「業務・システム最適化指針」、「情報システムに係る政府調達の基本指針」、「電子政府ユーザビリティガイドラ
イン」など、各テーマに沿ったガイドラインが存在していたが、それぞれ対象とする情報システムの範囲（スコープ）が異な
る状況

●また、これらに基づいて進めてきたプロジェクトに遅延・停滞が一部に発生
●このため、既存ガイドラインを整理・統合し、一つの体系としてガイドラインを再編成（ワンブック化）するとともに、過去
の失敗事例を教訓に、工程レビューなど新たな仕組みも導入

既存ガイドラインの整理統合（ワンブック化）

●過去の取組の経緯もあってIT投資の目的が情報システムのコスト削減に傾注する傾向（行政手続のオンライン化ではそもそも
手段であるべきIT投資が目的化するような状況）にあり、本来重視すべき国民の利便性向上や行政運営の効率化への波及効
果が目に見える形で現れず、これに伴い、利用者視点での取組や業務の見直しが不十分な状況

●政府におけるIT利用の拡大に伴い業務と情報システムが密接不可分となった現状において、業務活動とITを一体で捉え、成果
とコストを一体でマネジメントするフレームワークが必要

●このため、政策・業務の目標・目的と情報システムの役割を連動させ、投資を行うプロジェクトの成果管理を徹底する思想で
ガイドラインを組み立て、政府のシステム投資全体に投資対効果を最大化・明確化するスキームの確立・定着を図る

投資管理の徹底（投資対効果の最大化・明確化）

標準ガイドライン策定の目的
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標準ガイドラインの構成

第１編総論
第１章本ガイドラインについて
第２章政府情報システムの整備及び管理に関する指針類の作成方針
第３章実務手引書の作成
第４章用語

第２編ＩＴガバナンス
第１章ＩＴガバナンスの全体像
第２章組織体制
第３章人材の育成・確保
第４章府省共通プロジェクト及び府省重点プロジェクトの指定
第５章情報システムの管理（ＯＤＢの活用）
第６章政府情報システム改革ロードマップ、投資計画等との整合性
第７章予算及び執行状況
第８章システム監査の計画

第３編ＩＴマネジメント
第１章ＩＴマネジメントの全体像
第２章プロジェクトの管理
第３章予算要求
第４章業務の見直し
第５章要件定義
第６章調達
第７章設計・開発
第８章業務の運営と改善
第９章運用及び保守
第１０章システム監査の実施
第１１章情報システムの見直し又は廃止
第１２章ハードウェア、ソフトウェア製品等の廃棄又は再利用

別紙
別紙１ 関連する指針の廃止及び経過措置
別紙２ 情報システムの経費区分
別紙３ 調達仕様書に盛り込むべき

ＯＤＢ登録用シートの提出に関する作業内容
別紙４ スタンドアロンコンピュータの管理
別紙５ 変更履歴
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ガイドライン該当ページ ：

適用対象
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【対象】

ただし、政府ＣＩＯの下に行う標準的な整備及び管理によって、当該情報システムを利用する業務の遂行に著しい支障が具体
的に生ずるおそれがあると府省ＣＩＯが認める、治安、外交、安全保障（国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及
び国民の安全を保障すること）等の業務に関する情報システムであって、府省ＣＩＯが申し出て、政府ＣＩＯと協議の結果、政府
ＣＩＯが指定したものについては、当該情報システムの特性等に応じ、ⅰ）この規定を除く本ガイドラインの本紙及び別紙の全
ての規定を適用しないこととするか、又はⅱ）第３編（第３章を除く。）及びそれに関連する別紙（別紙２を除く。）を適用しないこ
ととし、このⅰ）又はⅱ）の区別は政府ＣＩＯの指定の中で併せて定めるものとする。

２



ガイドライン該当ページ ：

調達

プロジェクトの管理

13

情報システムの見直し又は廃止

運用及び保守

業務の運営と改善

設計・開発

要件
定義

業務の見直し

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
完
了

予算要求

ハードウェア、ソフト
ウェア製品等の廃棄
又は再利用

プロジェクトの管理

システム監査

・政策目的
・対象範囲

・既存の業務の見直し
の方向性等

・予算
・目標
・体制
・実施計画
・その他

【プロジェクト管理要領】

ア コミュニケーション管理
イ 工程管理
ウ 指標管理
エ リスク管理
オ 課題管理
カ 変更管理

２５

政策の効果を
出すのが

「プロジェクト」

資産管理が
重要



政府情報システム
管理データベースの概要
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ガイドライン該当ページ ：

政府情報システム管理データベース

15１８

全システムの登録情報閲覧可能。各府省の状
況を踏まえ、企画立案等に活用

省内システムの情報を閲覧し、省内状況を把握。
工程レビューに活用。省内の総合的な投資、ライ
センス等の管理を行い、統廃合、投資計画等の
検討に活用

基本情報、予算額、調達情報等、各種情報を登録し、情報システム資
産台帳として活用。工程レビュー、プロジェクトの適正管理等に活用

全システムの登録情報閲覧可能。工程レビュー、
や企画立案等に活用

全システムの登録情報閲覧可能。セキュリティ
対策を中心に企画立案等に活用

内閣官房IT総合戦略室

内閣官房内閣ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ

総務省行政管理局

各種情報の提供

【基本情報】
・ 業務概要、機能、担当者
情報、システム構成、プロ
ジェクト進捗状況、運用情
報など

【セキュリティ関係情報】
・ ソフトウェア製品情報、セ
キュリ
ティ対策など

【調達関係情報】
・ 調達計画、調達仕様書、落
札情報など

各種機能の提供
統計及び検索機能・脆弱性情
報の提供

PMO各府省PMO
（ＰＪＭＯを管理する府省内全体組織）

各種情報の登録・更新
PJMO各府省PJMO

（個別プロジェクトを推進する組織）

分類 管理項目例（590項目）

基本情報 情報システム概要、担当組
織情報、業務、機能 等

イベント情
報

スケジュール、イベント（ライ

フサイクル）情報、工数 等

予算・執行
情報

予算額、執行額の集計、内
訳 等

開発規模 開発工数、画面数、ファイ
ル数 等

システム
構成

HW、SW等システム構成、
連携システム 等

システム
方式

システム方式（メインフレーム、

CSSの別など）、取扱情報、セ
キュリティ対策 等

運用・監査
情報

運用体制、運用・保守実績、
監査情報 等

調達情報 調達計画、調達仕様書案、
契約、納品 等

政府情報システム管理
データベース（ＯＤＢ）

登 録 情 報 利 用 者

※ 各機関においてＯＤＢにアクセスが必要な職員であって、事前に総務省や各府省ＰＭＯ登録された者のみＯＤＢにアクセス可能。



【ＯＤＢ】 ハードウェア構成
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【ＯＤＢ】 ソフトウェア構成
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【ＯＤＢ】 回線

18



【ＯＤＢ】 外部サービス
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それぞれの管理項目

20

ハードウェア ソフトウェア 回線 外部サービス

項番1 項番1 項番1 項番1

行削除 行削除 行削除 行削除

ハードウェアID ソフトウェアID 回線ID 外部サービスID

物理仮想の別 ※ ソフトウェア名 ※ 回線種別 外部サービス利用形態 ※

施設ID ※ バージョン ※ 回線サービス名称 その他記述欄

ハードウェア名 ※ ソフトウェア分類 ※ 業者コード 業者コード

型番 ※ 契約形態 ※ 事業者名 事業者名

メーカー名 ※ その他記述欄(契約形態) 契約ＩＤ 契約ID

ハードウェア分類 ※ 契約ID ※ 使用（賃貸借）開始年月日(yyyy/mm/dd形式で入力) 使用開始年月日 ※(yyyy/mm/dd形式で入力)

公開の有無 ※ ライセンス種別 使用（賃貸借）終了（予定）年月日(yyyy/mm/dd形式で入力) 使用終了（予定）年月日(yyyy/mm/dd形式で入力)

情報システム環境情報１　※ その他記述欄(ライセンス種別) ネットワーク帯域 数量（使用許諾数）

その他記述欄(情報システム環境情報１) アップグレードライセンス有効用ライセンスの別 冗長（多重化）構成の有無 数量（使用数）

情報システム環境情報２　※ 使用（賃貸借）開始年月日 ※(yyyy/mm/dd形式で入力) 通信回線装置におけるアクセス制御の設定の有無 サービス利用者数

その他記述欄(情報システム環境情報２) 使用（賃貸借）終了（予定）年月日(yyyy/mm/dd形式で入力) 暗号化の有無 初回登録日(yyyy/mm/dd形式で入力)

冗長（多重化）構成の別 ※ サポート期限(yyyy/mm/dd形式で入力)  通信プロトコル（IPv6） 最終更新日(yyyy/mm/dd形式で入力)

仮想化用ハードウェアの別 ※ パッチの適用方法 ※  通信プロトコル（IPv4） 備考

契約形態 ※ その他記述欄(パッチの適用方法)  通信プロトコル（FTP）

その他記述欄(契約形態) パッチの適用頻度  通信プロトコル（Telnet）

契約ID ※ その他記述欄(パッチの適用頻度) その他通信プロトコル（複数の場合は「,（半角カンマ）」で区切って入力）

使用（貸借）開始年月日 ※(yyyy/mm/dd形式で入力) 仮想環境上への導入の有無 接続先施設ID１

使用（貸借）終了（予定）年月日※(yyyy/mm/dd形式で入力) ウイルス対策ソフト導入の有無　※ 接続先施設ID２

リース延長期間（月） ライセンス数（契約数） 接続先施設ID３

メーカー保守期限(yyyy/mm/dd形式で入力) ライセンス数（使用数） 数量

CPU種類 ※ インストールハードウェアID 初回登録日(yyyy/mm/dd形式で入力)

CPU数 ※ 初回登録日(yyyy/mm/dd形式で入力) 最終更新日(yyyy/mm/dd形式で入力)

CPUコア数 ※ 最終更新日(yyyy/mm/dd形式で入力) 備考

メモリ容量（MB） ※ 備考

ディスク容量（GB） ※

格納情報の暗号化の有無

盗難防止措置の有無

数量 ※

ハードウェア管理番号

初回登録日(yyyy/mm/dd形式で入力)

最終更新日(yyyy/mm/dd形式で入力)

備考
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【別紙３】

１．契約
金額内訳

「別紙２ 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したＯＤＢ登録用シートを契約締結後速やかに
提出すること。

２．設
計・開発

1) 開発規模の管理 情報システムの開発規模（工数、ファンクションポイント（「第３編第３章２．経費の見積り」参
照）等）の計画値及び実績値

2) ハードウェアの管理 情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守
期限等

3) ソフトウェアの管理 情報システムを構成するソフトウェア製品の名称（エディションを含む。）、バージョン、ソフト
ウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等

4) 回線の管理 情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネット
ワーク帯域等

5) 外部サービスの管理 情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス（「第３編第５章１．2)ア ＲＦＩに
関する説明書の作成」参照）等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等

6) 施設の管理 情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用
いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等

7) 公開ドメインの管理 情報システムが利用する公開ドメインの名称、ＤＮＳ名、有効期限等

8) 取扱情報の管理 情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等

9) 情報セキュリティ要件の管理 情報システムの情報セキュリティ要件

10) 指標の管理 情報システムの運用及び保守の間、把握すべきＫＰＩ注記）名、ＫＰＩ分類、計画値等の案

３．運用
及び保守

1) 各データの変更管理 情報システムの運用及び保守において、上記２．の各項目についてその内容に変更が生じ
る作業をしたときは、当該変更を行った項目

2) 作業実績等の管理 情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由

４．その
他

上記２．及び３．以外においても、役務を伴う調達案件については、ＰＪＭＯの求めに応じ、スケジュールや工数等の計画値及
び実績値について記載したＯＤＢ登録用シートを提出すること。

調達を行うときは、調達内容に応じ、少なくとも次の１．から４．までに定める作業内容を調達仕様書に盛り込むものとする。



セキュリティ対策への活用
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システム方式
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システム方式
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1．システムアーキテクチャ ６．暗号方式
項番 項番
システムアーキテクチャ 暗号方式

 その他記述欄（システムアーキテクチャがその他の場合はこちらに記述してください） ７．職員等ユーザ用クライアント環境
2．システム稼働形態 ７－１．推奨ソフトウェア　※：必須入力項目

項番 項番1
システム稼働形態 クライアント動作保証環境ID

３．開発方式 ソフトウェア名 ※
項番  バージョン（複数入力する場合は、カンマ区切りで入力して下さい。）
開発方式 ７－２．ユーザ認証方式分類

４．開発言語 項番
項番 ユーザ認証方式
開発言語 ８．国民等ユーザ用クライアント環境

 バージョン（複数入力する場合は、カンマ区切りで入力して下さい。） ８－１．推奨ソフトウェア　※：必須入力項目
５．文字コード 項番2

項番 クライアント動作保証環境ID
使用可能文字コード ソフトウェア名 ※

 バージョン（複数入力する場合は、カンマ区切りで入力して下さい。）
８－２．ユーザ認証方式分類

項番
ユーザ認証方式

９．サーバ証明
1 サーバ証明書におけるGPKIの利用の有無
2 サーバ証明書における署名アルゴリズム

※ＧＰＫＩを使用している場合には、「－」を選択してください

セキュリティ
に係る項目



取扱情報、個人情報
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セキュリティ対策
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Jvnの活用
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ODB
格納データ

ODB登録シート

ハードウェア構成
ソフトウェア構成

・・・

最新情報
を登録

Jvｎ

開発当初からこの仕組を実装



課 題
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運用は「けっこう大事」

○ソフトウェアの名寄せは必須
→辞書があると便利

○登録されている粒度はまちまち
→業務ルールが必要

○Jvnはリアルタイムではない
→脆弱性に関するアンテナが必要
→資産情報とのマッチングも手作業


